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こうした発想に依拠しつつ西田は論考「国家理由の問題」において、その認識論・存在論を国

家論や歴史論へと拡張していく。個人は真空の中にあるのではない。過去の歴史的累積により現

前する外界と対時しつつ、これを思惟により自己の内面に表象する。このような過程を介し我に

おいて「世界が世界を限定する」ことを通じて、我々は逆に個物としての「自己自身を限定」す

る。他方この過程は同時に、意志を媒介にかく限定された自己を世界に投射することにより、未

来に向けてこれを自己による自己の表現へと作り変えることに他ならない。現実とはこのように

「無限の過去未来が何処までも現在に同時存在的に、絶対矛盾的自己同一として、その一々が絶

対的現在の瞬間となる」ところにおいて我々に対して、もっと言えば我々自身として立ち上がっ

てくる。この歴史的現実としての自己の活動において、「個物が何処までも世界を表現するととも

に、逆に自己が世界の自己表現となる」ことこそが理性的に働くということ、「自己が創造的世界

の創造的力点として負ll造的に物を作る、即ち世界を変じる」ということなのだと西田は説く。彼

がマイネッケ著『近代史における国家理性の理念」を要約しつつ、マキアヴェッリに端を発する

国家理性理念史を概観し問題提起をしている点に明らかなように、かかる創造的自己像こそが、

彼の弟子・下村により「ルネサンス的人間像」として継承され肉付けされたのである。

だがこうした個々人の創造活動のみでは社会も国家も構成されない。こうした倉ll造活動を行う

諸個人（個物）の活動のベクトルが重なり合い、一つの引力圏が形成される処に民族社会のある

いは国家の種的形成がある23.個物問のかかる相互投射により出現する引力圏は、当然固定した

ものではない。西田によればこうした社会は「自己矛盾的に無限に進みゆく一つの方向を含んで

居ると云うことでなければならない｣。それは「而してそれを世界の方から云えば、世界が矛盾的

自己同一として、自己自身の内に、無限に動き行く重心を有つ」ということでもある。かくして

「無限に動き行く重心」を軸に形成された引力圏としての社会が、「一つの方向」に向かって「自

己矛盾的に無限に進みゆく」過程こそが歴史的世界の形成に他ならない。国家とはかかる社会の

制度化された側面であるが、個人と世界の間にと同様、国家と世界の間にも「個物が何処までも

世界を表現するとともに、逆に自己が世界の自己表現となる」が如き、理性の自己開顕の過程が

成り立つ。

マイネッケに言及しつつ西田も触れるように、このような歴史を媒介とした国家と理性の関係

につき、近代哲学において最初に省察を加えたのはヘーゲルであった。だが「同一理念

Identitatsideeと個性理念Individualitatsideeの対立において、ヘーゲルは寧ろ前者の方であっ

た」と西田が批判するように、国家を個性的全体IndividuelleTbtalitatととらえたにもかかわら

ず、世界理性を歴史の支配者として先取的に措定してしまうことによりヘーゲルは、「経験的なる

ものを唯一の合理的理念の下に従属せしめ、そこから引き出すという合理主義的傾向」から脱却

23「国家理由の問題」310頁（｢私はそれを主権と個人の矛盾的自己同一として、法的形式と考えるのであ

る。法と個人は何処までも個人的に、主権は何処までも主権的に、両者の矛盾的自己同一の形式でなければ

ならない。種的社会はかかる形式を媒介として、国家を形成する｣)。そもそも西田にとり「唯一つの個物は

個物ではない。個物は個物に対することで個物」たり得るのであり、従って各個物の世界表現活動としての

創造は互いに投射し合い、累積し合いながら自然的世界と自己の間に歴史的世界を創出して行く（｢国家理

由の問題」281頁)。
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り、世界の自己創造の過程に貢献することに他ならない38．換言すれば西田によれば「国家的と云

うことは、個物的自己の実存の仕方」であり、「国家に於いて存在と道徳が一となる」のである39。

「我々は作られたものから作るものへといふ世界の個物として、歴史的因果的に種的形成から出

てくるのであるが、我々が何処までも創造的世界の創造的要素として、道徳的に働くと云うこと

は、国家的に働くということであり、逆に国家的に働くということは道徳的に働くと云うことで

ある。私はかかる立場から国家理由の問題を解決し得ると思う」（傍点引用者）と西田は主張する

40

0

V－「国家理由の問題」と帝国日本の主権論

確かに個々人の行動水準においては、「国家的に働くということは道徳的に働くと云うことで

ある」という西田的論理によって、国家理性（国家理由）の問題に一応の説明をつけることがで

きるだろう。だが国家理性(国家理由）の問題とは、「絶対意志が主権として自己自身を表現する」

ものとしての､無制限の権力を占有するとされる国家とその行為を､如何にして正当化するかを、

第一の問題とする。これにつき西田は如何なる解答を示すのであろうか。ところで法制定権力と

してく法外なるもの〉に他ならない主権的権力の「自然的本性とは自己保存の欲求と、自己完成

態を求めて際限なく自己拡張する要求」たる点に存する。だがこのように「自己準拠的であるこ

とは自己破壊的であることと同義」であり、法治国家として自己を定礎するということは換言す

れば、国家の始原に厳然するかかる法制的権力の発動の痕跡を抹消するということに他ならない

4'･法学上における主権制限論とは、かかる条理を踏まえて要請された議論であった。この観点に

おいて法学上の主権制限論は、国家や君主の無制限の権力行使とその隠蔽や正当化をめぐる、政

治学上の国家理性の問題と相関性を有している。西田がこの問題に十分自覚的であったことは、

「国家理由の問題」中に主権の定義としてSummaincivesacsubditoslegibusquesolute

potestasというボダンの一節を引用している点にうかがわれる。嘉戸一将の研究によれば興味深

いのは、この「市民及び臣下に対して最高な而して法から束縛せられない権力」と訳すべきラテ

ン語の一句を西田が当初誤読により、「法によって束縛せられ即ち法から自由な権力」と訳そうと

していたことにある42。

このような「法によって束縛せられ即ち法から自由な権力」としての主権という、西田におけ

る主権限定論への眼差しは、ほぼ同時代に出来した「天皇機関説事件」を想起せしめる。これが

38「国家理由の問題」323頁。また西田は「道徳的当為は、その根底に於いて、絶対者の自己表現として

命令という性質を持っている……法のために法とか、義務のために義務とかいうことではなくして、絶対現在

の自己限定としての世界創造の尖端に立つということでなければならない」とも語っている（｢国家理性の

問題」330～331頁)。

39「国家理由の問題」327頁。

40「国家理由の問題」326頁。

41林尚之『主権不在の帝国一憲法と法外なものをめく､る歴史学」有志舎、222頁。

42嘉戸一将「西田幾多郎と国家への問い」以文社、2006年、41～50頁。即ち西田はこのような誤訳を通

じて、「或一つの民族社会が自己自身の内に」「宿す」「絶対矛盾の自己同一の中心」としての「国家の主

権」という主張を、より明確に打ち出そうとしていたのであった（｢国家理由の問題」305頁)。
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国憲法の外部においてこれを解釈する準拠点として機能したのである54。

結一「国家理性の問題」と《近代の超克》

蓑田らの美濃部批判の理由は一つにはこのように、国体という観念を美濃部が歴史倫理的観念

として、憲法体系の中から一旦括り出してしまった点にも求められよう55.だが美濃部の行った

かかる作業は、その歴史倫理性において、西田が「国家理由の問題」において、国体観念の彼独

自の読み直しを介し敢行した、「国家理性」の国家の行為としての倫理化への取り組みに極めて漸

近したものとなっている56．「全体的一と個物的多との矛盾的自己同一として、主体的即世界的に

形成された」我が国の国体について西田はこれを、「勝義に於ての国家と云うべきもの」と解して

いる57。即ち国家の本質としての国体の内に生き活動することを通じ我々は、世界の個性化過程

を通じ実現する絶対意志の歴史的展開と濫遁しこれと一体化する。このような構造により個々人

が「自己に対する世界自身の命令」を、「世界そのものの底から聞かれる神の声」を聴く5s・西田

によれば国家の主権とは、こうした個々人の「世界自身の命令」「神の声」に対する応答の有機的

総体として一つの民族社会が、「過去未来を含んだ絶対現在の自己限定として、歴史的世界の個性

的自己形成の主体」として働くところに出現する力の請いに他ならない59.かくして個人及び国

家主権の倫理性自体、それが「自己に対する世界自身の命令」に応答し、「歴史的世界の個性的自

己形成の主体」として当為することにより、照証されることとなろう60。「国家に於いて存在と道

徳が一となる」かかる論理の構築を通じて、西田が「国家理由の問題を解決し得る」と主張する

立場が、『君主論」25章に凝縮されるマキアヴェッリの存在論の可能性を徹底的に深化させたも

のであることを指摘して、本稿の結びとしたい61。「運命は人間の活動にどの程度まで力を持って

いるか、また、運命にはどのようにして抵抗すべきか」と詞書された『君主論」25章でマキアヴ

ェッリは、意志を通じて自身を世界の内に表出せんとする個我の活動と、過去の累積としてかか

54林前掲書36～39頁。

55林前掲書38頁。

56もつと言えば哲学者西田は、国家理性の倫理化という課題を背景に、法学者美濃部の憲法論を哲学的に一

段と掘り下げたのである。「とにかく日本で西洋の法律学というものをもっと根本的（哲学的）に研究する事

が必要と思ふ」（1935年3月20日付山本良吉宛西田幾多郎書簡）や、天皇機関説排撃時に際しての「美濃部

氏は実に気の毒なり将来公法などというもの特に真の国史という如きものは研究できぬことになりはせぬか」

（1935年3月21日付堀維孝宛西田幾多郎書簡）という言葉が、西田の公法論に対する哲学的関心の傍証と

なる。

57「国家理由の問題」333頁。

58「国家理由の問題」302頁。

59「国家理由の問題」304頁。

60西田は「我々が何処までも倉ll造的世界の創造的要素として、道徳的に働くと云うことは、国家的に働くと

云ふことであり、逆に国家的に働くと云ふことは道徳的に働くと云ふことである」と語る（｢国家理由の問題」

327頁)。「マキアヴェルリのヴイルトウと云うものでも、単なる力を意味したものではない。然らざれば、

それは歴史的世界の焦点として、個性的生命を有するものではない」（｢国家理由の問題」312頁)。

61西田のかかる作業は、「マキアヴェッリに反対したボーダンは、却ってマキアヴェッリの主張を合理化し

ようとした」という彼自身により下された評価にうかがえる如く、マキアヴエッリ以後の「国家理性論」の

倫理化の努力の系譜を完成させるものとなる（｢国家理由の問題」305頁)。
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界と云うことができる。歴史的世界創造ということが我国体の本義であろう……かかる国体をもと

にして、世界形成に乗り出すのが我国民の使命でなければならない」と説くに至るのだ69。

この「世界形成に乗り出すのが我国民の使命でなければならない」という言葉に識者は、この

時期「近代の超克」論の名のもと唱えられた、西洋文明の限界の露呈とそれにとって代わるべき、

東洋を根源とする新たな精神世界秩序の構築という論調を想起するに違いない。この「近代の超

克」という名称が西田の弟子たちの参画により1942年10月刊行された、雑誌『文学界」の紙上

座談会に由来するものであることは周知のことだ70.そして西田自身がこうした動きに呼応しつ

つ、この「国家理由の問題」を執筆したことは当該論文の追記に記された、「今日では真に全世界

が一つの歴史的空間になったのである……然るに今日ではある民族が中心となって、世界の一角か

ら新たな世界が構成されねばならない。歴史的世界自覚の時代と云う所以である。我々は単なる

対立的世界構成の理念を越えて、新たなる世界構成の理念の上に立たなければならない」という

一節にも明らかだろう71．それどころか西田は1943年5月に「世界新秩序の原理」という提言文

を、当時の東条戦争内閣に提供すらしている。だがその成果につき西田自身が「私の理念が少し

も理解されていない」と語ったように、両者の意図は必ずしも一致したものではなかった。とは

言えこうした思想が曲解され、戦争遂行の思想的根拠を提供したことは、西田の弟子たちが催し

たいま一つの座談会「世界史的立場と日本」の辿った運命などから見ても明らかである。とは言

え、西田や西田の弟子たちのかかる精神的営為は、自身が直面する歴史的く運命〉に己が知的く力

量〉を通じて挑戦し、国家理性の盲目的運動に倫理性を付与しようとする真筆な創造的営為であ

ったことを否定することはできないであろう72･

西田のこうした営為はむしろ今日にこそ、その知的真価を問われているのではないか。中世末

期、地域の経済力の成長やそれを支える人類の技術的可能性の拡大と共に、地域的経済社会を克

服しこれをより広域的なそれへと止揚する政治的活動が世界各地に出現した。こうした活動の中

から出現したのが近代国民国家であることは言を俟たない。マキアヴェッリの政治思想は、まさ

にこうした活動のただ中におけるその自覚的表現として歴史的価値を有する。そしてEU創設に

端的に示される21世紀欧州におけるその政治・経済統合の努力は、今日人類の直面する課題が中

世末期のそれを、一段次元を高めて反復するものであることを示唆している。アジアにおいても

69「国家理由の問題」334頁。

70即ち西谷啓治、鈴木成高、下村寅太郎の三名である。この座談会の思想史的意義については廣松渉『<近

代の超克〉論一昭和思想史への一視角」講談社、1989年とりわけその第1章に詳しい。

71「国家理由の問題」337頁。西田から発するかくの如き論調が、世に少なからず受け入れられたのは、

当時の1941年雑誌『改造』に掲載された大岩誠「自主政治の確立一マキアヴェルリの願望について｣、

1943年『理想」に掲載された武藤光朗「マキアヴェッリズムと現代の運命」といった、諸論考に徴しても

明らかであろう。中でも大岩誠は多賀善彦なるペンネームの下、『マキアヴェルリ選集」なる日本最初のマ

キアヴェッリ著作の集成を刊行した当の人物に他ならない。

72西洋近代文明を克服する「世界史の哲学」の主張の下、西田の弟子たちが大戦時日本の戦争政策の思想

的イデオローグに前のめりに転化していった思想史的経緯については、廣松前掲書なかんずく第3章及び第

9章、植松前掲書第2章ならびに第5章268～270頁、片山杜秀『近代日本の右翼思想』講談社、2007

年、168～176頁等を見よ。また京都学派とその政治的背景については大橋良介「京都学派と日本海軍」
PHP研究所、2001年も有益な示唆を与える。
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米国主導のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定）への参加の是非の議論の沸騰など、より広域的

な政治・経済単位形成の問題が、単に政治・経済的次元にとどまらず、その歴史的必然性ないし

は倫理性を含めて検討されなければならない時節に際会している。マキアヴェッリに端を発し、

以後西洋近代国家の形成と共に精錬されてきた国家理性という観念を、日本の政治文化が如何に

消化吸収してきたかを、個々の思想家や政治家の活動に即し子細に考察することは、近代国家の

克服が具体的政治課題となりつつある昨今においてこそ、我が国の今後の政治的方向性を模索し

て行くにあたり、一つの示唆を提供するものとなろう。
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